






 

 

 

 

（１）認知症は身近な病気 

  厚生労働省によると、全国の認知症高齢者は、2022（令和 4）年は 443 万人と、65 歳以上

の高齢者の約 8 人に 1 人でしたが、2040（令和 22）年には約 7 人に 1 人になると推計されて

います。 

   函館市においては、2023（令和 5）年 9 月末時点の状況をもとに 2030（令和 12）年から

2035（令和 17）年までの認知症高齢者等の人数を推計した結果、更に増えるものと予測されます。 

 

※認知症高齢者等とは、要介護（要支援）認定者（第 2 号被保険者を含む）の日常生活に支障をきたすような症状・ 

行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態以上と判定された方 

 

 

 

 

 

 

     資料）第 10 次函館市高齢者保健福祉計画・第 9 期函館市介護保険事業計画（2024 年度～2026 年度） 

（２）認知症とは 

「認知症」とは、記憶や判断する力が低下したり、時間や人、場所の認識ができないなど認知

機能の障がいが起こり、その結果、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態をいい

ます。 

 

加齢によるもの忘れと認知症の違い 

誰でも年齢とともに、もの覚えがわるくなったり、人の名前が思い出せなくなったりします。 

このようなもの忘れは脳の加齢によるものです。 

「加齢」によるもの忘れと「認知症」の症状は大きく異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊この表はあくまで目安です。あてはまらない方もいます。 

１ 

認知症は高齢になるにつれて 

誰にでも起こりうるものです。 

市民一人ひとりが認知症を正し

く理解し、認知症の方と家族が安心

して生活できる地域をつくることが大切 

です。 

１ 認知症について 

 

６５歳以上 

人口の 

１４.０％ 

６５歳以上 

人口の 

１６.３％ 

函館市における認知症高齢者等の推移と推計 （人） 

認知症によるもの忘れ 加齢によるもの忘れ

体験の「全部」を忘れる 体験の「一部」を忘れる

「食べたこと自体」を忘れる 「何を食べたか」思い出せない

「約束したこと自体」を忘れる 「約束をうっかり」忘れてしまった

目の前の人が「誰なのか」わからない 目の前の「人の名前」が思い出せない

置き忘れ、紛失が「頻繁」になる 物を置いた場所を「しばしば」思い出せない

「ヒント」があっても思い出せない 「ヒントがあると」思い出せる



 

 

 

（３）認知症の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性に多く、進行は緩やか。 

記憶障がいが著しく、特に最近 

の記憶（短期記憶）が不得意に 

なります。 

うつ状態が見られることもあります。 

【特徴】 

 ・同じ質問を何度も聞く 

  ・物事の段取り（食事の準備など）が悪く 

なる 

   ・日にちが分からなくなる 

   ・約束をしたことを覚えていない など 

 
 

男性に多く、脳の血管障害がい 

で脳細胞が死滅することで発症 

します。 

脳血管障がいのリスクとなる 

高血圧、糖尿病などの治療・改善が予防に 

つながります。 

【特徴】 

 ・意欲が低下する 

 ・もの忘れがあるわりにはしっかりしている 

  （まだら認知症） 

 ・手足の麻痺がある など 

 

 
 

もの忘れの症状は軽いものの、意欲や理性、 

感情をコントロールすることが難しくなり 

ます。 

万引きや無銭飲食などで周囲を困惑させる 

こともあります。 

【特徴】 

 ・同じ行動を繰り返す 

 ・同じ食品を際限なく食べる 

 ・周囲を顧みず自己本位な行動が目立つ  

など 

  

 

 
 

初期のころはもの忘れより、 

うつ状態、失神、震えといっ 

た症状が出たり、目の前に 

ないはずのものが見える 

（幻視）を認めたりすることがあります。 

【特徴】 

 ・いないはずの子どもや虫が見えると言う 

 ・夢を見て反応し大声を出す 

 ・初期の頃はもの忘れの症状は軽い など 

  

 

２ 

 

若年性認知症とは、65 歳未満で発症した認知症をいいます。 

 高齢者の認知症と特に病態的に違いはないと言われていますが、若年性認知症は年齢が若い 

ため、家庭内での問題や経済的な問題、病気に対する社会的誤解や偏見のため、本人だけでは 

なく、家族の生活にも影響が大きく、多くの支援が必要になることが多いため早めの相談が 

が大切です。    

＊若年性認知症の方へのご案内 ２１ページ 





 

 

 

（５）早期受診・診断、早期治療が大切なわけ 

   認知症と同じ症状であっても、別の病気が原因であったり、症状が一時的なものもあります。 

    また、認知症の発症や進行を遅らせることが可能な場合があり、今後の生活に向けて準備す

ることができます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

早くから認知症に気づき、医療機関を受診して薬による治療（薬物療法）を受けることにより、

進行を緩やかにできる場合があります。 

  また、地域の社会資源（デイサービスや健康教室等）を利用し、人とのコミュニケーションや

ゲームなどを楽しむことで、家庭生活にはない刺激を与え、脳や心の活性化を図る方法（非薬物

療法）もあります。 

  いずれにしても、早期から適切な治療を受けて認知症の進行を遅らせることにより、家族と一

緒に過ごす時間を長くすることや、介護者の負担を軽減することが期待できます。 

 

時間の流れと認知症の症状 

 

 

 

 

 

 

正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、甲状腺ホルモン異常などによって 

一時的に現れる認知症のような症状は治療でかなり良くなることがあります。 

また、今服用している薬の副作用や、複数の薬の飲み合わせで症状が出ている

こともあります。 

症状から、認知症と「間違われやすい」病気もあります 

認知症の前段階である軽度認知障害（ＭＣＩ）のうちに対応や治療をすること

で、その後の症状が緩やかになったり、維持することが期待できます。  

＊８ページへ 

認知症の症状が軽いうちに、今後の生活について本人の意思や希望について

確認することができ、本人や家族が、さまざまな制度やサービスの情報を得る

ことで、今後の生活の備えや見通しを立てることができます。 

発症や進行を遅らせることが可能な場合があります 

今後の生活に備えることができます 

✦ チェックリストは９ページにあります ✦ 

 
４ 

 



 

 

 

 

（１）本人の気持ち 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

出典：もしも 気になるようでしたらお読みください 

出典：認知症サポーター養成講座標準教材 

本人は病院に行くことが 

怖いのです。 

決して拒否しているのでは 

ありません。 

一番わかっているのは、 

本人です。 

認知症と診断されても 

その日から 

何もできなくなるわけでは 

ありません。 

認知症という病気は、 

私たちの 

人生の一部です。 

５ 

２ 認知症の方の気持ちと付き合い方のポイント 

 

 

 

違和感を覚えている人が、自分で地域包括支援センターに行こうと思えるように、 

認知症という言葉をできるだけ使わない絵本のような冊子をつくりました。 

                        認知症介護研究・研修仙台センター 

   

『認知症も診断されたときから始まるのではありません。認知症かそうでないかは 

実際には線引きはできません。 

あなたの人生を自然に歩むことが大切です。 少しの工夫と助けを使って。  

あなたが、病院に行くのは認知症の診断のためではありません。自分らしく生きるための 

ヒントをみつけるためです。』 

              「もしも 気になるようでしたらお読みください」 本文より抜粋 

 









 

 

 

 
  

 

 

 

自分でできる 

認知症の気づきチェックリスト 

まったく  

 ない 

ときどき 

 ある 

頻繁に 

 ある 

いつも

そうだ 

チェック① 

財布や鍵など、物を置いた場所がわから

なくなることがありますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック② 

５分前に聞いた話を思い出せないことが 

ありますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック③ 

周りの人から「いつも同じ話を聞く」などの

もの忘れがあると言われますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック④ 

今日が何月何日かわからないときがあり 

ますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック⑤ 

言おうとしている言葉が、すぐに出てこない

ことがありますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

 

 

 

 

 

 

  

９ 

最もあてはまるところに○をつけてください。 

※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその

目安で医学的判断に代わるものではありません。 

認知症の診断には医療機関での受診が必要です。 

※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能

性があります。 

４ 自分でできる認知症の気づきチェックリスト 

 

 



 

 

 

       「ひょっとして認知症かな？」気になり始めたら自分 

でチェックしてみましょう。 

※家族や身近な方がチェックすることもできます。 

 

 
 

自分でできる 

認知症の気づきチェックリスト 

問題なく

できる 

だいたい

できる 

 あまり 

できない 
できない 

チェック⑥ 

貯金の出し入れや、家賃や公共料金の

支払いは一人でできますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック⑦ 

一人で買い物に行けますか 
１点 ２点 ３点 ４点 

チェック⑧ 

バスや電車、自家用車などを使って一人

で外出できますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック⑨ 

自分で掃除機やほうきを使って掃除が 

できますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

チェック⑩ 

電話番号を調べて、電話をかけることが

できますか 

１点 ２点 ３点 ４点 

 

チェックしたら、                

 ①から⑩の合計を計算   合計点      点 

２０点以上の場合は、認知機能や社会生活に 

支障が出ている可能性があります。 

２５～２７ページに紹介している相談機関や医療機関に相談してみましょう。 

最もあてはまるところに○をつけてください。 
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出典：「知って安心認知症」 

   東京都福祉局高齢者施策推進部在宅支援課／令和６年 9月発行 

   「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」の無断掲載は御遠慮ください。 







 

 

 

 

（１）介護保険制度 

   利用するには、市役所や各支所窓口で要介護認定の申請が必要です。 

申請は本人や家族のほか、函館市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などでも代

行可能です。 

ホームヘルパーの訪問やデイサービス、また福祉用具のレンタルやショートステイなどの

日常生活上の支援を利用できます。本人に必要な介護の程度（要介護度）に応じて、ケアマ

ネジャーによるケアプランに基づきサービスを利用できます。 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

介護の税金控除（医療費控除・障害者控除） 

 

 

 

 

介護保険が適用される介護サービス費用の中で、医療と関連性のあるサービスは医療費控除

の対象となります。 

「在宅サービスの医療費控除」「施設サービスの医療費控除」は、領収書に医療費控除の対

象となる金額が記載されています。 

●寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の医療費控除については、 

介護保険課 介護認定担当 

              ℡ ２１－３０２８ へお問い合わせください。 

●障害者手帳を持たない６５歳以上の方で、認知症または常に寝たきりの場合、障害者控除 

の認定書を交付しますので、 

  高齢福祉課 相談支援担当 

                  ℡ ２１－３０２５ へお問合せください。 
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６ 地域で暮らし続けるために 

 

 

検索函館市介護保険制度 

所得税および住民税を計算する際に

控除される場合があります。 

 

 

介護保険制度（保険料、サービス費用、サービス利用の手続き）に 

ついては、「介護保険と高齢者福祉の手引き」をご覧ください。 

「介護保険と高齢者福祉の手引き」は、市役所・各支所・函館市地域 

包括支援センターで配布しているほか、市のホームページにも掲載して 

おります。 

問合せ先 高齢者・介護総合相談窓口 

℡ ２１－３０２５ 





 

 

 

（２）地域の取り組み・資源  

・認知症サポーター 

認知症について正しい知識をもち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者のことです。 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、近所の方や商店 

街、郵便局、銀行、交番など地域で働く方たちが、認知症について正しく理解し、認知症の方や

家族が困ったときに手助けができる、認知症サポーターを養成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護マーク 

認知症の方の介護は、周りから見ると介護をしていることがわかり 

にくいため、誤解や偏見を受けることのないよう、介護中であること 

を周囲に理解していただくために、介護マーク（名札）を作成し、 

希望する方に配付しています。 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとりでも多くの方が認知症の方

や家族の応援者になることが、認知症

になっても安心して暮らしていける

まちづくりの第一歩です。 

認知症サポーターになるためには

養成講座の受講が必要です。 

配付場所：市役所、各支所、各地域包括支援センター 

問合せ先 高齢福祉課 家族介護支援・認知症担当 

     ℡ ２１-３０８１ 

 

子育てと介護の同時進行の大変さは、外からは見えにくく、認知症

の方を介護していることは周りからはわかりづらいものです。 

「まわりに話せる人がいない」「理解をしてもらえない」「余計な

気をつかわれたくない・・・」など介護のことを身近な方には話しづ

らいと思う方も多いのではないでしょうか。 

「大変さをわかってもらえない」というのは気持ちがしんどくなる

理由のひとつでもあります。 

自分の思いを話すことで、気持ちが楽になるときもあります。 
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相談先 高齢福祉課 家族介護支援・認知症担当 ℡ 2１-３０６５ 











 

 

 

  

高齢者のための SOS ネットワーク 

～行方不明高齢者を早期に発見し保護します～ 

認知症高齢者等の行方が分からなくなったときは、すぐに下記の警察署またはお近くの交番、 

駐在署へご連絡ください。警察の捜索をはじめ、交通機関やラジオ局などの捜索協力のほか、 

メールで行方不明情報を配信しています。 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

函館市 ANSIN メールの登録について 

配信カテゴリ：安心・安全情報 

 

「函館市 ANSIN メール」は、緊急性の高い安心安全情報や市政情報等を電子メールで配信する 

ものです。 

 

 

 

 

      

  

  

函館中央警察署生活安全課  ℡ 54－0110（代表） 

函館西警察署生活安全課   ℡  42－0110（代表） 

    のほか、お近くの交番へご連絡ください 

＊夜間、土・日・祝日でも警察署の当直で受け付けています 
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登録方法  

bousai.hakodate-city@raiden3.ktaiwork.jp へ空メールを送信してください。 

折返し案内メールが届きます。（通信費は利用者負担）  

X（旧ツイッター）（アカウント@Hakodate_ANSIN）でも情報を確認できます。  

※目撃情報等はＡＮＳＩＮメールへ返信せず、直接お近くの交番へ提供願います。 

問合せ先 高齢福祉課 家族介護支援・認知症担当 

       ℡ ２１-３０８１ 

mailto:bousai.hakodate-city@raiden3.ktaiwork.jp


 

 

 

 

 

・若年性認知症とは 
  ６５歳未満で発症した認知症（アルツハイマー型、脳血管性、前頭側頭型、レビー小体型等）

のことで、現役で仕事をしていたり、主婦だったり、子育てや親の介護をしていたり・・・ 

  全国では、３万 5,700 人
 ＊

いるといわれています。 

「若年性認知症」と診断され、治療が始まっても、本人だけではなく、家族も不安や焦りが

大きくなりがちです。相談先に話してみませんか？  

 

                   ＊令和 2 年 3 月厚生労働省の研究班の調査結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「若年性認知症」と診断され、一定の精神障がいの状態にあることが認定されると、「精神

障害者保健福祉手帳」を取得できます。脳血管性認知症やレビー小体型認知症など身体症状が

ある場合は「身体障害者手帳」に該当する場合があります。これらの手帳があれば、企業の障

害者雇用枠として働き続けることが可能となる場合があります。 

 

 いったん退職してしまうと再就職するのは難しい場合が多いので、できれば今の職場で続け

て働けるとよいでしょう。上司や、人事担当者、産業医等と話し合い、職場の理解を得られる

ように相談しましょう。仕事の内容によりますが、配置転換をしてもらったり、障がい者雇用

の枠に入るという方法もあります。 

 いずれにしても早期診断がポイントで、軽度であれば仕事を続けられる可能性があります。 

 

           若年性認知症ハンドブック（厚生労働省老人保健健康増進等事業）から抜粋 
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７ 若年性認知症の方へのご案内 

 

 

NPO法人北海道若年認知症の人と家族の会 

（北海道ひまわりの会） 
 

 相談時間：毎週火・水・木曜日（祝日・年末年始を除く）１０：００～１５：００ 

℡ ０１１-２０５-０８０４ 

         ０９０-８２７０-２０１０ 

 

若年性認知症コールセンター 
 

 相談時間：月～土（祝日・年末年始を除く）１０：００～１５：００ 

      水曜日１０：００～１９：００ 

℡ ０８００-１００-２７０７（フリーコール・無料） 

 













 

 

 

（３）函館市医療・介護連携支援センター 

    医療と介護の両方を必要とされる高齢者が、住み慣れている地域で安心して自分らしく生活

していけるように、市民の皆さまからの在宅医療などに関する不安やお悩みのご相談をお受け

したり、高齢者の医療・介護に携わる方々の連携についてサポートをしております。 

 

 

 

（４）その他 

✦若年性認知症コーディネーターが配置されている相談機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談先 富岡町 2丁目 10－１０（函館市医師会病院内１階） 

℡ ４３－３９３９ ＊相談料は無料です 
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高齢者虐待についての相談先 

 「高齢者虐待防止法」では高齢者（６５歳以上の人）の虐待とは、家族など養護者（介護者）

による虐待または介護施設従事者などによる虐待と定義しています。 

 虐待問題の難しいところは、養護者（介護者）が介護により心身共に疲労し、追い詰められ

ていることが少なくないことです。虐待していることに気づいても、様々な理由で自分では歯

止めが効かなくなっていることもあります。 

 高齢者の虐待を防ぐためには、高齢者からのサインに気づき、ためらうことなく通報してい

ただくことが大切です。また、介護の負担を軽減する対策をとること、問題が生じているとき

は第三者が介入するなどして、虐待の芽を摘むことが大切です。 

 高齢者の人権が侵害される高齢者虐待については、下記へご相談ください。 
 

相談先 高齢福祉課 相談支援担当 ℡ ２１-３０２５ 

函館市地域包括支援センター 裏表紙一覧 





 

 

 

  

函館市地域包括支援センター 
地域の認知症に関する相談窓口として、お気軽にご相談ください。 
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